
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損保ジャパンＤＣ証券株式会社 

  

損損保保ジジャャパパンンＤＤＣＣ証証券券のの現現状状  
  

平平成成 1199 年年 33 月月期期  

業業務務及及びび財財産産のの状状況況にに関関すするる説説明明書書 

この説明書は、証券取引法第 50 条に基づき、全ての営業所に備

え置き公衆の縦覧に供するため作成したものであります。 
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Ⅰ 当社の概況及び組織に関する事項 

 

１． 商号 

損保ジャパンＤＣ証券株式会社 

 

２． 登録年月日及び登録番号 

（１）証券業 

登録年月日  平成11年 9月 16日 

登 録 番 号  関東財務局長（証）第157号 

 

（２）確定拠出年金運営管理業 

登録年月日  平成13年 11月 27日 

登 録 番 号  15 

 

（３）証券投資顧問業 

登録年月日  平成12年 6月 30日 

登 録 番 号  関東財務局長第 949 号 



 

 3

３．沿革及び経営の組織 

（１）会社の沿革 

年  月 沿      革 

平成11年 5月 

平成11年10月 

 

平成12年 1月 

平成12年 6月 

平成13年 11月 

平成14年 7月 

平成14年 8月 

平成15年 1月 

平成15年 9月 

平成15年 9月 

平成15年 10月 

平成15年 11月 

平成16年 3月 

平成16年 7月 

平成17年 4月 

平成18年 3月 

 

平成18年 5月 

平成18年 9月 

 

平成19年 5月 

安田火災シグナ証券株式会社の設立 

証券営業の開始 

「積立ファンドプラン」の発売 

年金コンサルティング業務の開始 

証券投資顧問業の開始 

確定拠出年金運営管理業の開始 

損保ジャパン・シグナ証券株式会社に商号変更 

確定拠出年金サービス英語対応開始 

株主割当増資（７億2千万円） 

株式会社損害保険ジャパンによる100％子会社化 

株式割当増資（18億円） 

損保ジャパンＤＣ証券株式会社に商号変更 

ハッピーエイジング総合型企業年金プラン募集開始 

株式割当増資（13億円） 

新レコードキーピングシステム「DCPARK」のリリース 

株主割当増資（10億円） 

「ISMS 認証基準（Ver.2.0）」及び「BS7799-2：2002」を運用

関連運営管理業務と記録関連運営管理業務について取得（注）

株主割当増資（6億 9千万円） 

個人情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマ

ーク」を取得 

株主割当増資（9億 9千万円） 

（注）平成19年 3月に、認証基準変更に伴う審査を経て、新基準「JISQ 27001:2006」

及び「ISO/IEC 27001:2005」へ移行しております。 
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（２）経営の組織（平成 19 年 6 月 28 日現在） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 株主の氏名又は名称及び所有株式数 

氏名、商号又は名称 所有株式数 議決権の 
所有割合 

株式会社損害保険ジャパン 
株 

230,000 
 

％

100 

合 計 １ 名 
株 

230,000 
 

％

100 

 

監 査 役 会 

監  査  役 

コンプライアンス委員会取 締 役 会 

社     長 

株 主 総 会 

総 

合 

企 

画 

部 

Ｄ

Ｃ

営

業

開

発

部 

情

報

シ

ス

テ

ム

部 

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部 

総 
務 

経 

理 

部 

数
理
設
計
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
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５．取締役及び監査役の氏名及び役職名（平成19年 6月 28日現在） 

役 職 名 氏   名 常勤・非 
常勤の別 

代 表 取 締 役 社 長 長島 忠男 常 勤 

常 務 取 締 役 安諸 光司 常 勤 

取 締 役 花桝 義典 常 勤 

監 査 役 水谷 文彦 常 勤 

監 査 役 横田 龍夫 非常勤 

監 査 役 岩越 忠道 非常勤 
以上 6 名 

（注）監査役 水谷文彦、横田龍夫、岩越忠道の３氏は、会社法第２条第 16 号に定め

る社外監査役であります。 
 
６．本店その他の営業所の名称及び所在地（平成19年 6月 28日現在） 

名  称 所  在  地 

本  店 〒163-0650 
東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 

 
７．営んでいる業務の種類 

（１）証券業（証券取引法第２条第８項） 

①有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場

証券先物取引（以下「有価証券の売買等」という。） 
②有価証券の売買等の媒介、取次ぎ及び代理並びに取引所有価証券市場（外国有価証

券市場を含む。）における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ及び代理 

③有価証券の募集及び売出し又は私募の取扱い 
 
（２）証券業付随業務（証券取引法第 34 条第１項） 

①有価証券の保護預り 

②社債等の振替に関する法律第２条第４項の口座管理機関として行う振替 

③保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付 

④受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理 

⑤累積投資契約の締結 

⑥有価証券に関連する情報の提供又は助言 

 

（３）その他の業務（証券取引法第 34 条第２項及び第４項） 

①証券投資顧問業務 
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②他の事業者の経営に関する相談に応じる業務 

③確定拠出年金運営管理業務 

 

８．加入している投資者保護基金 

日本投資者保護基金 

 

９．加入している証券業協会 

日本証券業協会 

 

１０．加入している証券取引所 

該当はございません。 
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Ⅱ 業務の状況に関する事項 
 
１． 当期の業務概況 

当事業年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰など先行きに不透明感があるもの

の、好調な企業部門に支えられ、景気は緩やかな拡大基調で推移いたしました。 

平成13年にわが国で確定拠出年金制度が導入されて5年が経過し、雇用形態や退職後の

ライフスタイルの多様化などの背景により、企業における退職金や年金制度の見直しの動

きが急速に広がり、確定拠出年金制度を導入する企業も着実に増加しています。 

厚生労働省の調べによると、平成 19 年 3 月末現在、確定拠出年金加入者数は 約 2,267

千人、企業型年金承認規約数は 2,339件、実施事業主数は 8,777社となっており、法律施

行5年後の制度見直し時期を迎え、制度の更なる充実検討がなされる中で、今後も確定拠

出年金制度の普及が一層進むものと期待されます。 

 

このような状況のもと、当社は、確定拠出年金事業を通じて広く社会に貢献できる企業

を目指し、顧客サービスの向上と顧客基盤の拡大に取り組んでまいりました。 

当事業年度は、インターネットにおいて、事業主から加入者への継続的な情報提供をサ

ポートする機能や、企業退職後の手続きの方法を加入者にとってわかりやすいようにバー

チャル事例として確認できる機能などを追加し、事業主や加入者の利便性を高めるととも

に、資産管理に係るシステムのインフラを増強し、運用の安定性を高めてまいりました。

また、事業主相互の情報交換の場として「ＤＣ制度運営交流会」を開催し、事業主が制度

運営を行っていくうえで、有意義な情報の提供を行ってまいりました。 

今後も、確定拠出年金事業の専業会社として、確定拠出年金制度の導入におけるコンサ

ルティングに始まり、企業のニーズに合った制度設計サポートや商品提供、加入者に対す

るきめ細かな投資教育サービス、コールセンターによる正確かつ迅速な情報の提供、イン

ターネットによる高品質な口座情報の提供まで、運営管理サービスを当社1社で一元的に

提供する「バンドル・サービス」のより一層の充実に向け取り組んでまいります。 

企業型確定拠出年金の分野では、株式会社損害保険ジャパンの100%子会社として同社と

の連携を一層強めていくことで、同社の顧客企業に対して積極的にアプローチを行い、顧

客基盤の拡大を図ってまいりました。個々の企業のニーズを反映したオーダーメード型の

確定拠出年金プランのほか、中小企業向けには、企業が確定拠出年金を導入する際の手続

きの簡略化と、運営コスト等の低減を可能としたレディメード型の「ハッピーエイジング

総合型企業年金プラン」の提案を、また、外資系企業向けには、当社の高品質の英語サー

ビスプランの提案を展開してまいりました。 

この結果、当事業年度末では、企業型確定拠出年金の規約承認件数は 295プラン（含む

再受託件数）、加入者数は 69,608 人（運用指図者を含む）、当社が受託する個人別管理資

産額は 91,601,313千円（含む再受託管理資産）となりました。 

また、個人型確定拠出年金の分野においても、株式会社損害保険ジャパンをはじめとし

た提携金融機関からの記録関連運営管理業務等の再委託契約件数が順調に増加いたしまし

た。この結果、当社が受託する個人別管理資産額は 10,728,705 千円（含む再受託管理資

産）となり、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金との受託個人別管理資産額の合計
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は、1千億円を超えました。 

 

コンプライアンス及び情報セキュリティを含むリスク管理への取り組みにつきましては、

当社の重要課題と認識しており、より実効性の高い態勢づくりを進めてまいりました。 

平成17年4月に施行された個人情報保護法や情報セキュリティに関する社会的な要請に

対応するため、平成 18 年 3 月に情報セキュリティ管理体制に関する認証である「ISMS 認

証基準（Ver.2.0）」及び「BS7799-2：2002」（注）を確定拠出年金業界としては初めて運用

関連運営管理業務と記録関連運営管理業務について同時に取得しておりますが、当事業年

度は、情報セキュリティに係る社内規程の整備や組織体制の構築を一層進めた結果、平成

18年 9月に個人情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマーク」を取得い

たしました。 

 

こうした事業展開により、当期の営業収益は705,171 千円となり、販売費・一般管理費

は、高品質の顧客サ－ビスの実現及び確定拠出年金事業の充実に向けた基盤構築のため積

極的な投資を行った結果、1,435,026千円となりました。 

以上の結果、当期の経常損失は 728,014千円、当期純損失は 738,172千円となり、前事

業年度に比べて、経常損失で 273,937千円、当期純損失で 272,591千円改善をいたしまし

た。 

 

（注）平成 19 年 3 月に、認証基準変更に伴う審査を経て、新基準「JISQ 27001:2006」及び「ISO/IEC 

27001:2005」へ移行しております。 
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２．業務の状況を示す指標 

（１）経営成績等の推移 

（単位：千円） 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

資本金 8,820,000 9,820,000 10,510,000 

発行済株式総数 176,400株 196,400株 210,200株 

営業収益 226,444 433,336 705,171 

（受入手数料） 226,399 433,316 705,123 

((委託手数料)) － － － 

((引受・売出し手数料)) － － － 

((募集・売出し取扱手数料)) － － － 

((その他受入手数料)) 226,399 433,316 705,123 

（トレーディング損益） △1 － － 

((株券)) － － － 

((債券)) － － － 

((受益証券)) － － － 

（金融収益） 45 19 48 

純営業収益 226,444 433,336 705,171 

経常損失 1,310,788 1,001,951 728,014 

当期純損失 1,315,040 1,010,763 738,172 
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（２）有価証券引受・売買等の状況 

①株券売買高の推移 

該当はございません。 
 

②有価証券引受・売出し及び募集・売出し又は私募の取扱高 
（単位：百万円） 

 引受高 売出高 募集取扱高 売出取扱高 私募取扱高

株券 － － － － － 

国債証券 － － － － － 

社債券 － － － － － 

平
成
１
７
年
３
月
期 受益証券 － － 3,952 － － 

株券 － － － － － 

国債証券 － － － － － 

社債券 － － － － － 

平
成
１
８
年
３
月
期受益証券 － － 36,426 － － 

株券 － － － － － 

国債証券 － － － － － 

社債券 － － － － － 

平
成
１
９
年
３
月
期受益証券 － － 20,637 － － 

 
（３）その他業務の状況 

（単位：千円） 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

確定拠出年金運営管理収入 136,239 244,356 326,966
その他の業務として、年金コンサルティング業務と証券投資顧問業務がありますが、

収益における重要性が低いことから、記載を省略しております。 
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（４）自己資本規制比率の状況 
（単位：百万円） 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率（Ｃ／Ｇ） 386.2% 415.6% 412.1％
控除後自己資本（Ｃ） 1,472 1,487 1,501
リスク相当額合計（Ｇ） 381 357 364

市場リスク相当額 0 1 1
取引先リスク相当額 28 30 49 
基礎的リスク相当額 352 326 313

 
（５）使用人及び外務員の総数 

区     分 平成 17年3月末 平成 18年3月末 平成 19年3月末

使  用  人 76 人 85 人 89 人

（うち 外 務 員） 33 人 36 人 36 人
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Ⅲ 財産の状況 
 
１． 経理の状況 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

1,701,012 1,790,511

1,540,035 1,554,561

30,000 30,000

47 348

86 11

8,687 8,591

52,260 92,743

69,894 104,256

696,347 636,765

82,294 72,119

27,668 24,531

54,626 47,588

520,016 470,594

500,997 441,344

18,282 28,511

736 738

94,036 94,050

7,462 7,476

86,574 86,574

4,666 2,333

4,666 －                   

－                   2,333

2,402,026 2,429,610

平成18年3月期
（平成18年3月31日現在）

平成19年3月期
（平成19年3月31日現在）

繰 延 資 産

新 株 発 行 費

株 式 交 付 費

資 産 合 計

投 資 有 価 証 券

長 期 差 入 保 証 金

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

器 具 ・ 備 品

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

固 定 資 産

未 収 入 金

未 収 収 益

前 払 金

前 払 費 用

科　　　　　　　　目

（ 資 産 の 部 ）

預 託 金

立 替 金

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金
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（単位：千円）

204,384 278,032

3,547 6,734

－                   145

58,545 128,268

84,477 81,765

8,125 8,886

15,161 15,560

34,528 36,671

796 2,492

796 397

－                   2,094

205,180 280,524

9,820,000 －                   

7,624,314 －                   

7,624,314 －                   

1,160 －                   

2,196,845 －                   

2,402,026 －                   

－                   2,147,512

－                   10,510,000

－                   △ 8,362,487

－                   △ 8,362,487

繰 越 利 益 剰 余 金 －                   △ 8,362,487

－                   1,573

－                   1,573

－                   2,149,085

－                   2,429,610

純 資 産 合 計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

平成18年3月期
（平成18年3月31日現在）

平成19年3月期
（平成19年3月31日現在）

（ 資 本 の 部 ）

資 本 金

当 期 未 処 理 損 失

そ の 他 利 益 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

固 定 負 債

繰 延 税 金 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

負 債 合 計

預 り 金

欠 損 金

前 受 金

前 受 収 益

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

資 本 合 計

負 債 ・ 資 本 合 計

株 式 等 評 価 差 額 金

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債

科　　　　　　　　目
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（２）損益計算書 
（単位：千円）

433,336 705,171

受 入 手 数 料 433,316 705,123

金 融 収 益 19 48

433,336 705,171

1,433,319 1,435,026

取 引 関 係 費 115,113 96,630

人 件 費 634,789 611,917

不 動 産 関 係 費 114,107 119,604

事 務 費 369,830 385,166

減 価 償 却 費 155,615 174,254

租 税 公 課 22,424 23,943

そ の 他 21,437 23,510

999,982 729,855

10,169 9,230

12,138 7,388

1,001,951 728,014

－                 －                 

5,000 6,358

固 定 資 産 除 却 損 5,000 5,177

過年度役員退職慰労引当修正損 －                 1,181

1,006,951 734,372

3,811 3,800

－                 －                 

1,010,763 738,172

6,613,551 －                 

7,624,314 －                 

営 業 外 費 用

経 常 損 失

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

平成19年3月期
自平成18年4月 1日
至平成19年3月31日

平成18年3月期
自平成17年4月 1日
至平成18年3月31日

前 期 繰 越 損 失

当 期 未 処 理 損 失

科　　　　　　　　目

営 業 収 益

純 営 業 収 益

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益
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（３）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 
（損失処理計算書） 

（単位：千円）

平成18年3月期

当 期 未 処 理 損 失 7,624,314

次 期 繰 越 損 失 7,624,314  

 
（株主資本等変動計算書） 
平成 19 年 3 月期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 

（単位：千円）

残高 9,820,000 △ 7,624,314 2,195,685 1,160 2,196,845

新株の発行 690,000 690,000 690,000

当期純損失 △ 738,172 △ 738,172 △ 738,172

412 412

690,000 △ 738,172 △ 48,172 412 △ 47,759

残高 10,510,000 △ 8,362,487 2,147,512 1,573 2,149,085平成19年3月31日

平成18年3月31日

事業年度中の変動額

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

資 本 金

株主資本

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益
剰 余 金

純資産合計

繰 越 利 益
剰 余 金

株 主 資 本
合 計

評価・換算差額等

その他有価証券
評 価 差 額 金
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注 記 事 項 

 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵

省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」（平成10年 総

理府令・大蔵省令第32号）及び「証券業経理の統一について」（昭和49年 11月 14日付 日本

証券業協会理事会決議）に準拠して作成しております。 

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券のうち時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっ

ております。 

 

２． 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産…定額法によっております。 

無形固定資産…定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（5 年以内）に基づく定額法によっており

ます。 

 

３． 引当金の計上基準 

賞与引当金…従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。 

役員退職慰労引当金…役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末

要支給額を計上しております。 

 

４． 繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。なお、前事業年度に計上していた

新株発行費は、株式交付費に振り替え、旧商法施行規則に規程する期間（3年以内）で均

等償却しております。 

 

５． リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会社処理によっております。 

 

６． 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

 

７． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
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して処理しております。 

 

〔会計方針の変更〕 

１． 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5

号 平成17年 12月 9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年 12月 9日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,149,085千円であります。 

 

２． 繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い 

従来、株式交付費については、旧商法施行規則に規程する期間（3 年以内）で均等償却

しておりましたが、当事業年度から支出時に全額費用処理をする方法に変更しております。 

この変更は、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 19 号 平

成18年 8月 11日）による原則的処理方法である支出時に全額費用処理する方法であり、

財務諸表の適正化を図るためであります。また、前事業年度に計上した新株発行費につい

ては、株式交付費に振り替え、３年間で均等償却しております。 

この変更により、当事業年度発生額4,830千円、及び、前事業年度に計上し、当事業年

度に振り替えた株式交付費の償却費2,333千円は営業外費用に計上しております。この結

果、従来の会計処理方法に比べ、経常損失は3,220千円、税引前当期純損失は3,220千円

それぞれ増加しております。 

 

３． 役員退職慰労金に係る会計処理 

従来、役員退職慰労金については、支給時の費用として処理しておりましたが、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年 11月 29日）により役員賞与が引

当金計上を含め費用処理されることとなったことをはじめ、｢租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い｣（監査第一委員会報告第 42 号 

平成19年 4月 13日）の公表が契機となり、当事業年度から内規に基づく事業年度末要支

給額を引当金計上する方法に変更しております。 

この変更により、当事業年度発生額913千円は販売費及び一般管理費に、過年度相当額

1,181 千円は特別損失に計上しております。この結果、従来の会計処理方法に比べ、営業

損失及び経常損失は913千円増加し、税引前当期純損失は2,094千円増加しております。 

 

〔貸借対照表に関する注記〕 

１． 有形固定資産の減価償却累計額      100,612千円 

 

２． 関係会社に対する金銭債権債務 

短期金銭債権    30,209千円 

短期金銭債務    7,891千円 
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３． 取締役及び監査役に対する金銭債権債務 

該当事項はありません。 

 

〔損益計算書に関する注記〕 

  関係会社との取引高 

     営業収益   149,878千円 

     営業外収益             34千円 

営業費用     38,045千円 

 

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕 

当事業年度の末日における発行済株式総数 普通株式 210,200株 

 

〔リース契約により使用する固定資産〕 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

１． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円） 

 取 得 価 額

相 当 額

減価償却累計額

相 当 額

期 末 残 高 

相 当 額 

器 具 ・ 備 品 16,572 9,993 6,578 

ソ フ ト ウ ェ ア 5,118 3,497 1,620 

合 計 21,690 13,491 8,199 

 

２． 未経過リース料期末残高相当額 

     １年内         4,367千円 

     １年超         3,831千円 

     合 計      8,199千円 

 

３． 支払リース料及び減価償却費相当額 

     支払リース料    4,404千円 

     減価償却費相当額   4,404千円 

 

４． 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
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〔一株当たり情報に関する注記〕 

１． 一株当たり純資産額         10,224円 00銭               

（注）一株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

貸借対照表の純資産の額 2,149,085千円 

      普通株式に係る純資産額 2,149,085千円 

      普通株式の期末発行済株式数 210,200株 

 

２． 一株当たり当期純損失          3,550円 08銭 

（注）一株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

当期純損失     738,172千円 

普通株式に係る当期純損失 738,172千円 

普通株式の期中平均株式数 207,931株 
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２． 借入金の主な借入先及び借入金額 
該当はございません。 

 

３． 保有有価証券の状況 

（単位：千円） 

平成18年 3月期 平成19年 3月期  

 

取得原価
時  価
（貸借対照

 表計上額）

評価損益 取得原価
時  価 
（貸借対照 

 表計上額） 

評価損益

1. 流動資産 

株 式 

債 券 

その他 

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ 

－ 

－ 

－ 

－

－

－

－

2. 固定資産 

株 式 

債 券 

その他 

5,506

－

－

5,506

7,462

－

－

7,462

1,956

－

－

1,956

5,506

－

－

5,506

7,476 

－ 

－ 

7,476 

1,970

－

－

1,970

 

４． 先物取引・オプション取引の状況 
該当はございません。 

 
５． 有価証券店頭デリバティブ取引の状況 

該当はございません。 
 

６．財務諸表に関する監査法人等による監査の有無 

当社は、会社法第 436 条及び証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、平成 18 年 3 月

期事業年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日）及び平成 19 年 3 月期事

業年度（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日）の財務諸表について、新日本

監査法人の監査を受け、監査報告書を受領しております。 
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Ⅳ 管理の状況 
 
１． 内部管理の状況の概要 

当社は、法令諸規則を遵守した業務活動の遂行を確保するために、内部管理体制の強化

および拡充に努めております。 
 
（１）コンプライアンス委員会 

当社は、内部管理体制の整備と点検および社内規則の策定並びに内部管理上の重要事

案に係る審議を行うことを目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。 
 
（２）個人情報保護・情報セキュリティ管理体制 

平成17年4月に施行された個人情報保護法や情報セキュリティに関する社会的な要請

に対応するため、平成18年 3月に情報セキュリティ管理体制に関する認証である「ISMS

認証基準（Ver.2.0）」及び「BS7799-2：2002」（注）を確定拠出年金業界としては初めて

運用関連運営管理業務と記録関連運営管理業務について同時に取得しておりますが、当

事業年度は、情報セキュリティに係る社内規程の整備や組織体制の構築を一層進めた結

果、平成18年 9月に個人情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマーク」

を取得いたしました。 

（注）平成 19 年 3 月に、認証基準変更に伴う審査を経て、新基準「JISQ 27001:2006」及び「ISO/IEC 

27001:2005」へ移行しております。 

 
（３） 営業店等における内部管理体制 

当社は、日本証券業協会の規則に基づいて、「内部管理責任者」を配置しております。

内部管理責任者は、証券取引法その他の法令諸規則等を遵守した営業活動が行われるよ

う、担当部門の業務状況を管理するとともに、営業活動に重大な事案が生じた場合には、

内部管理統括責任者に報告し、その指示を受けることになります。 
 
（４） 管理部門 

当社は、コンプライアンス部を設置し、日常の業務活動に係る指導や監視を行うとと

もに、法令諸規則の遵守について部長・内部管理責任者を初めとした職員全般への研修

を行っております。 
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(参考情報) 
当社は、平成18年 4月 28日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制

の整備等に関する基本方針について、下記のとおり決議しております。 

 
内部統制システム基本方針 

 
取締役は、職務執行に際して法令および定款を誠実に遵守するとともに、以下に定める

体制を整備し、もって当社における業務の適正を確保し、企業統治の質の向上を図ります。 

 

１．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役会が定める情報管理に関する規程に基づき、取締役および執行役員の

職務の執行に係る情報を体系的に保存し、管理する。 

 

２．損失の危険の管理に関する体制 

当社は、業務遂行に伴うリスクのうち会社経営に重大な影響を及ぼし得る損害賠償リ

スク、事務リスクおよびシステムリスクについて、取締役会が定めるリスク管理に関す

る規程に基づき、リスクを把握し管理する体制およびこれらのリスクを統合し管理する

体制を整備する。 

 

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役は、各取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、取締役会を毎月、および

必要に応じて随時開催して経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役

間の連携を図る。また、当社は、使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るために、組織に関する規程において組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限

の範囲、執行手続の細目などを網羅的に定める。 

 

４．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制 

当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保する

ため、取締役会が定めるコンプライアンスに関する規程に基づき行動規範を制定し、コ

ンプライアンス委員会を取締役会の下に設置し、コンプライアンス推進計画を策定し、

取締役および使用人に対する研修を実施するなど、法令等遵守態勢を整備する。また、

内部監査体制を整備するとともに、コンプライアンス上の問題が発生した際の報告・通

報、情報収集、調査・分析および再発防止に関する体制について整備する。特に、会社

経営に重大な影響を及ぼし得る事案については、取締役会および監査役が報告を受け、

深度ある審議を行う。 

 

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、当社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を

確保するため、「損保ジャパングループの経営理念」を遵守し、親会社から親会社以外



 

 23

の利害関係者に不当な不利益を強いるおそれのある指示・命令等があったときは、親会

社における内部牽制部門や弁護士等と連携して事態の適正化を図り、当該不当な不利益

が生じることのないように取り計らう。 

 

６．監査役が補助者を求めた場合の取扱 

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会に

おいてその必要性を審議し、必要に応じて使用人の中から監査役補助者を選任する。 

 

７．監査役補助者の取締役からの独立性確保のための体制 

当社は、監査役補助者の選任、解任、人事上の評価、処遇の決定等にあたっては、取

締役会が定める監査役補助者に関する規程に基づき、監査役の意見を聞き、またはその

同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。また、監査役補助者はその職務

に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および業務執行の責任者等からの指揮命

令を受けない。 

 

８．監査役への報告に関する体制 

当社は、監査役会の同意を得て、取締役および執行役員その他の使用人が監査役に報

告すべき事項および時期を定め、もって監査役の監査の実効性の向上を図る。取締役お

よび使用人は、上記の定めに基づく報告を確実に行う。また、監査役が当該定めのない

事項について報告を求めるときであっても、速やかに対応する。さらに、監査役が取締

役の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役

は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告する。 

 

９．その他監査役監査の実効性確保のための体制 

当社は、監査役が本社各部門および支店その他の営業所に立ち入って監査を行う場合

その他監査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力する。

また、監査役に経営会議その他重要な会議への出席を求め、取締役との十分な意見交換

を求める。 
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２．分別保管の状況 
平成 11 年 4 月 1 日より証券会社の自己資産とお客さまのお預り資産を明確に区分して

保管する「お客さま資産の分別保管」が義務づけられました。 
当社も、この法改正を受けて、証券取引法、日本投資者保護基金・日本証券業協会等の

諸規則に基づき、以下のとおり「お客さま資産の分別保管」を行っており、お客さまのお

預り資産を、確実に保全しております。 
 

（１） 顧客分別金(平成 19 年 3 月末現在) 
            （単位：百万円） 

項   目 金  額 
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額                    4 
顧 客 分 別 金 信 託 額                    30 
期 末 日 現 在 の 顧 客 分 別 金 必 要 額                    － 

 
（２） 有価証券の分別保管 

① 保護預り有価証券(平成 19 年 3 月末現在) 
有価証券の種類 国内証券 

受 益 証 券 46,825 百万口 
 

② 受入代用有価証券 
該当はございません。 

 
③ 保管の状況 

お客さまからお預かりしている有価証券は、投資信託振替制度における振替口座簿

により記録しております。 
また、お預り有価証券と当社が所有する有価証券は、帳簿などで明確に区分管理し、

お客様ごとの持ち分が直ちに判別できるようにしております。 
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Ⅴ 連結子会社等の状況 
 
１．企業集団の構成 
   当社の親会社である株式会社損害保険ジャパンは、当社の議決権 100%を保有し、当社

は親会社と連携して確定拠出年金事業を共同展開しております。 
 
２．子会社・関係会社の商号、所在地、資本、事業内容等 

該当はございません。 
 
 

以 上 


